
二

宗
門
改
め
か
ら
人
別
改
め
へ

宗
門
改
制

度
の
創
設

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）、
天
草
・
島
原
の
乱
鎮
圧

後
、
幕
府
は
、
乱
の
再
発
防
止
と
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
の

た
め
、
同
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
は
天
領
（
直
轄
領
）
に
、
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
）
に
は
私
領
（
大
名
領
）
に
も
宗
門
改
役
を
設
置
さ
せ
た
。

毎
年
強
制
的
に
、
十
五
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
男
子
に
宗
門
改
め
を
実
施

し
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
見
つ
か
る
と
転
宗
さ
せ
、
従
わ
な
け
れ
ば
死
罪
に
し

た
。宗

門
改
め
は
、
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て
多
少
差
異
が
あ
る
。
こ
れ
が
全

国
的
制
度
と
は
い
え
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
の
盛
ん
な
九
州
と
他
地
域
と
で

は
寛
厳
の
差
が
あ
り
、
か
つ
九
州
内
で
も
キ
リ
シ
タ
ン
が
多
数
居
住
し
て

し
も

く

い
た
長
崎
・
大
村
・
平
戸
な
ど
の
「
下
区
」
や
府
内
・
臼
杵
・
竹
田
な
ど

の
「
豊
後
区
」
で
は
、
宗
門
改
め
の
ほ
か
、
キ
リ
ス
ト
像
や
マ
リ
ア
像
を

踏
ま
せ
る
「
絵
踏
制
度
」
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
住
民
を

て
ら
う
け

檀
那
寺
の
統
制
下
に
置
く
「
寺
請
制
度
」
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

元
来
、
宗
門
改
め
は
キ
リ
シ
タ
ン
検
索
を
趣
旨
と
す
る
も
の
で
、
そ
の

初
期
は
宗
教
的
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
門
改
め
の
判
形
日
の

口
演
や
伝
達
内
容
も
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
禁
令
や
取
締
り
に
関
す
る
事
項
が

主
だ
っ
た
。

し
か
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
類
族
が
減
少
す
る
元
禄
期
（
一
六
八
八
〜
一
七

〇
四
）
ご
ろ
に
な
る
と
、
宗
門
改
め
は
、
し
だ
い
に
宗
門
人
別
改
め
の
性

格
が
濃
厚
に
な
っ
て
く
る
。
元
禄
期
に
な
る
と
、
町
人
の
台
頭
が
顕
著
と

な
り
、
農
村
社
会
に
も
貨
幣
経
済
が
浸
透
す
る
た
め
、
宗
門
改
め
判
形
日

の
口
演
や
伝
達
事
項
も
一
層
社
会
経
済
的
要
素
が
包
含
さ
れ
て
く
る
。

荻
生
徂
徠
は
、
そ
の
著
『
政
談
』
の
中
で
、
享
保
（
一
七
一
六
〜
三
六
）

あ
る

ま

じ
き

の
こ
ろ
、
す
で
に
「
吉
利
支
丹
と
言
者
、
今
は
日
本
国
中
に
有
間
敷
こ
と

せ
ん

也
。
今
に
類
族
を
吟
味
す
る
こ
と
詮
も
無
き
こ
と
也
」
と
言
っ
て
い
る
。

じ

か
た
は
ん
れ
い
ろ
く

ま
た
、『
地
方
凡
例
録
』
巻
三
八
に
、

一
、
切
支
丹
類
族
一
件
の
事

そ
に
ん

（
前
略
）
男
生
の
子
の
方
は
本
人
よ
り
七
世
の
孫
ま
で
類
族
に
て
八
代
目
よ
り
素
人

に
な
る
。
女
生
の
方
は
曽
孫
迄
四
代
に
て
類
族
切
る
。
五
代
目
よ
り
素
人
に
成
…
…

（
後
略
）

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
〜
七
三
）
の
類
族
を
初
代

と
す
る
と
、
文
政
（
一
八
一
八
〜
三
〇
）
の
こ
ろ
の
類
族
は
七
代
に
な
る
。

ゆ
え
に
、
こ
の
時
代
に
類
族
の
名
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
享
保
の
こ

ろ
は
と
も
か
く
、
類
族
の
い
な
く
な
る
文
政
以
降
、
更
に
時
代
が
下
り
、

初
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
圧
の
宗
教
的
色
彩
が
薄
れ
た
こ
ろ
、
祖
法
を
墨
守

し
て
年
々
宗
門
改
め
を
行
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
次
に
小
倉
藩
の
宗

門
改
め
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

小
倉
藩
の
宗
門
改
め

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）、
全
国
的
に
宗
門
改

制
度
が
実
施
さ
れ
る
と
、
小
倉
藩
で
も
、
毎
年

家
臣
か
ら
農
民
に
至
る
ま
で
、
十
五
歳
以
上
六
十
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
男
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子
に
宗
門
改
め
が
実
施
さ
れ
た
。『
小
倉
藩
政
時
状
記
』（『
福
岡
県
史
資

料
』
第
五
輯
）
に
、
宗
門
改
め
の
規
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が

あ
る
。小

倉
藩
は
、
像
（
踏
絵
板
）
の
あ
る
を
幸
に
、
誓
証
文
や
血
判
の
ご
と
き
面
倒
く
さ

き
手
数
を
省
き
、
毎
年
三
月
、
藩
士
な
ら
び
に
城
下
小
倉
町
を
始
め
と
し
、
企
救
郡

は
三
月
三
日
大
里
町
西
生
寺
に
宗
旨
奉
行
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
像
を
護
り
出
張
す
。
郡

方
役
人
・
筋
奉
行
・
代
官
・
山
奉
行
・
大
庄
屋
・
各
奉
行
手
代
・
子
供
役
・
村
役

ほ
う
が
し
ら

人
・
庄
屋
・
方

頭
・
各
宗
寺
院
の
住
職
・
僧
侶
出
席
立
会
し
、
十
五
歳
以
上
六
十
歳

ま
で
の
男
子
は
、
受
け
持
ち
村
の
庄
屋
の
呼
び
出
し
に
応
じ
、
前
に
進
み
、
土
中
に

そ
ろ

伏
せ
た
像
の
上
に
両
足
を
揃
え
立
っ
て
向
こ
う
へ
通
過
す
。
宗
旨
奉
行
は
手
代
に
命

じ
、
庄
屋
の
呼
び
出
し
た
人
名
を
宗
旨
帳
と
照
合
し
、
な
お
、
檀
那
寺
の
住
職
に
捺

印
な
さ
し
む
。
こ
う
し
て
、
宗
旨
奉
行
は
領
内
を
巡
廻
し
、
一
郡
一
か
所
、
既
定
の

場
所
に
お
い
て
宗
門
改
・
像
踏
を
執
行
す
る
の
が
藩
の
規
定
な
り
。

宗
門
・
人
別
改
め
と
絵
踏
と
い
う
重
層
的
施
策
が
採
ら
れ
た
小
倉
藩
の

宗
門
改
制
度
と
、
そ
の
変
質
過
程
を
、
宗
門
改
め
を
中
心
に
述
べ
て
お
こ

う
。①

宗
門
改
め
は
、
毎
年
一
度
、
家
中
・
町
人
・
郡
中
の
男
女
残
ら
ず

宗
旨
帳
に
仕
立
て
、
家
中
か
ら
百
姓
に
至
る
ま
で
十
五
歳
以
上
六

十
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
男
子
に
実
施
し
た
。
し
か
し
、
病
気
や
そ

の
他
の
特
別
な
理
由
で
改
め
場
所
に
出
頭
で
き
な
い
も
の
は
、
請

人
を
立
て
、
請
合
証
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

②

庄
屋
は
、
毎
月
村
民
を
集
め
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
禁
制
、
幕
府
や

藩
の
布
達
、
法
令
順
守
な
ど
を
読
み
聞
か
せ
た
。
大
庄
屋
は
、
幕

府
や
藩
の
伝
達
・
順
守
事
項
が
手
永
内
の
村
々
に
滞
り
な
く
伝
達

さ
れ
た
こ
と
を
見
届
け
て
、
郡
ご
と
に
大
庄
屋
連
名
の
証
文
を
一

紙
に
ま
と
め
、
毎
月
二
十
九
日
に
筋
奉
行
に
届
け
、
筋
奉
行
か
ら

宗
旨
奉
行
へ
提
出
さ
れ
た
。

③

宗
門
改
め
・
踏
絵
の
時
期
は
、
農
繁
期
を
避
け
、
原
則
的
に
は
農

閑
期
の
三
月
に
実
施
し
た
。
し
か
し
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）

の
廻
郡
は
、
豊
前
・
豊
後
に
起
き
た
文
化
一
揆
（
農
民
一
揆
）
の

影
響
で
、
三
月
四
日
か
ら
の
予
定
が
七
月
二
十
四
日
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。
ま
た
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
は
長
州
戦
争
（
小
倉

戦
争
）
の
影
響
で
廻
郡
は
中
止
さ
れ
、
翌
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

は
十
二
月
に
廻
郡
し
て
い
る
。
次
に
一
例
と
し
て
、
文
政
十
一
年

（
一
八
二
八
）
の
宗
門
改
め
廻
郡
の
行
程
（「
国
作
手
永
大
庄
屋
日

記
」
二
月
二
十
五
日
条
）
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

六
郡
宗
門
御
改
休
泊

大
里
休

三
月
八
日

企
救
郡
御
改

同
所
泊

大
里
出
立

同

九
日

呼
野
休

香
春
泊
り

香
春
休

同

十
日

田
川
郡
御
改

同
所
泊
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香
春
出
立

同

十
一
日

大
村
休

椎
田
泊

椎
田
休

同

十
二
日

築
城
郡
御
改

同
所
出
立

八
屋
泊

八
屋
休

同

十
三
日

上
毛
郡
御
改

同
所
出
立

椎
田
泊

椎
田
出
立

同

十
四
日

六
郡
御
祈
祷

大
橋
泊

大
橋
休

同

十
五
日

仲
津
郡
御
改

同
所
泊

（
事
）

行
司
休

同

十
六
日

京
都
郡
御
改

同
所
泊

（
事
）

行
司
出
立

同

十
七
日

下
曽
祢
休

小
倉
引
取

以
上

子
三
月

右
の
通
宗
門
御
改
休
泊
付
差
し
出
し
置
き
候
。
定
て
宗
旨
方
へ
御
沙
汰
も
こ

れ
あ
る
べ
く
候
。
若
日
相
違
候
は
ば
、
早
速
申
し
入
る
べ
し
。
諸
證
文
・
帳

面
等
手
後
に
相
成
ら
ざ
る
様
申
し
付
け
ら
る
べ
く
候
。
以
上
。

二
月
二
十
一
日

佐
藤
桓
兵
衛

大
庄
屋
中

廻
郡
の
順
路
は
、
こ
の
文
政
十
一
年
の
よ
う
に
、
企
救
郡
↓
田

川
郡
↓
築
城
郡
↓
上
毛
郡
↓
仲
津
郡
↓
京
都
郡
そ
し
て
小
倉
へ
と

決
ま
っ
て
い
た
が
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
は
田
川
郡
↓
築
城

郡
↓
上
毛
郡
↓
仲
津
郡
↓
京
都
郡
↓
企
救
郡
と
な
っ
て
い
る
。
同

年
八
月
一
日
、
長
州
戦
争
で
敗
北
し
、
小
倉
城
を
自
焼
、
幼
い
藩

主
や
家
族
・
家
臣
・
領
民
ら
お
よ
そ
一
万
人
は
香
春
そ
し
て
肥
後

へ
と
落
ち
延
び
て
い
っ
た
。
同
年
十
二
月
二
十
八
日
、
篠
崎
侯

（
小
倉
新
田
藩
主
）
小
笠
原
貞
正
を
名
代
と
し
て
長
州
藩
と
講
和

条
約
を
交
わ
し
、
小
倉
城
下
及
び
企
救
郡
は
長
州
藩
の
占
領
下
に

置
か
れ
た
。
そ
の
後
、
肥
後
よ
り
香
春
へ
帰
藩
し
た
藩
主
は
慶
応

三
年
（
一
八
六
七
）
三
月
、
香
春
御
茶
屋
を
藩
庁
と
し
、
香
春
藩

と
改
称
し
た
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
廻
郡
は
、
企
救
郡
が

長
州
藩
預
け
の
た
め
、
田
川
郡
↓
上
毛
郡
↓
築
城
郡
↓
仲
津
郡
↓

京
都
郡
で
あ
っ
た
。
同
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
月
、
藩
庁
が
豊
津

に
移
さ
れ
、
豊
津
藩
と
改
め
ら
れ
た
。
同
年
の
廻
郡
は
、
上
毛
郡

↓
築
城
郡
↓
仲
津
郡
↓
京
都
郡
↓
田
川
郡
、
翌
四
年
（
一
八
七

一
）
に
は
、
田
川
郡
↓
京
都
郡
↓
仲
津
郡
↓
築
城
郡
↓
上
毛
郡
の

順
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
幕
末
・
維
新
期
の
宗
門
改
め
の
順

路
は
定
式
が
な
か
っ
た
（「
長
井
手
永
大
庄
屋
日
記
」）。
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④

宗
門
改
め
の
場
所
は
、
初
期
の
こ
ろ
、
家
中
は
大
隆
寺
・
宗
玄

寺
・
峰
高
寺
の
三
か
寺
の
順
番
で
あ
っ
た
が
、
正
徳
五
年
（
一
七

一
五
）
か
ら
は
三
か
寺
の
順
番
制
を
止
め
、
長
福
寺
に
決
め
た
。

そ
の
後
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
か
ら
は
改
め
場
所
を
会
所

と
し
た
（『
福
岡
県
史
』
第
三
巻
下
冊
）。
町
人
の
改
め
場
所
は
、

初
期
の
こ
ろ
、
町
奉
行
宅
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
寺
院
に
改
め
ら
れ

た
。
在
方
改
め
は
、
初
期
の
こ
ろ
、
郡
代
役
宅
で
あ
っ
た
が
、
の

う

の

ま

ち
改
め
役
人
が
六
郡
（
の
ち
五
郡
）
を
廻
郡
し
た
（『
鵜
之
真

ね似
』）。
改
め
場
所
は
一
郡
一
か
所
で
、
午
前
十
時
ご
ろ
か
ら
午
後

二
時
ご
ろ
ま
で
の
一
日
で
行
わ
れ
た
。

⑤

小
倉
領
六
郡
の
廻
郡
役
人
は
、
宗
旨
奉
行
・
中
目
付
・
中
役
・
下

目
付
・
郡
目
付
・
手
付
ら
一
七
〜
二
三
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
明

治
元
年
（
一
八
六
八
）
は
宗
旨
方
役
人
・
同
手
代
・
同
手
代
加

勢
・
下
目
付
な
ど
六
人
、
同
四
年
（
一
八
七
一
）
は
寺
社
掛
・
同

付
属
・
監
察
課
付
属
・
民
事
課
中
卒
な
ど
五
人
と
な
っ
た
。

宗
門
人
別
改

制
度
の
変
質

「
宗
門
改
帳
」
は
、
各
人
の
宗
旨
関
係
を
調
査
す
る
宗

門
改
め
を
施
行
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、「
人
別
帳
」
は
、
人
別
改
め
（
戸
口
調
査
）
の
結
果
を
一
冊
の
帳
簿

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
こ
の
よ
う
に
作
成
の
目
的
も
異
な
り
、
発

生
的
に
も
別
個
の
も
の
で
、
調
査
の
方
法
や
手
段
も
必
ず
し
も
同
一
で
は

な
い
が
、
ど
ち
ら
も
住
民
の
戸
口
人
別
を
町
・
村
ご
と
に
帳
簿
に
作
り
あ

げ
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
自
然
兼
用
混
用
さ
れ
「
宗
門
人
別
改
帳
」

と
い
う
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
改
帳
が
、
初
期
に
は
「
宗
門
改

帳
」
の
性
格
が
強
か
っ
た
が
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
将
軍
吉
宗
が

第
一
回
全
国
人
口
調
査
を
試
み
、
第
二
回
を
同
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に

施
行
、
以
後
子
・
午
年
の
六
年
一
回
の
定
期
的
な
制
度
と
し
て
人
口
調
査

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、「
人
別
改
帳
」
と
し
て
の
性
格
が
顕
著
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
門
改
め
は
毎
年
実
施
さ
れ
、
六
年
に
一
度
大
改
め

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

寛
政
期
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
は
、
目
立
っ
て
き
た
農
民
の
離
村

離
農
を
抑
制
し
、
大
都
市
へ
流
入
し
て
い
る
農
民
を
旧
里
へ
帰
還
さ
せ
よ

う
と
し
て
戸
籍
制
度
を
厳
し
く
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
施
策
は
不
徹
底
に

終
わ
り
、
そ
の
効
果
に
め
ぼ
し
い
も
の
が
な
か
っ
た
。

前
述
の
ご
と
く
、
文
政
期
（
一
八
一
八
〜
三
〇
）
の
こ
ろ
に
は
、
キ
リ

シ
タ
ン
類
族
は
七
代
目
に
な
る
の
で
、
類
族
は
素
人
と
な
り
、
キ
リ
シ
タ

ン
検
索
を
目
的
と
し
た
「
宗
門
改
め
」
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
と
な
る
。
そ

し
て
、「
人
別
改
め
」
に
主
眼
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
国
作
手
永
大

庄
屋
日
記
」
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
三
月
二
十
七
日
の
条
に
、

こ
の
度
御
領
中
人
別
御
改
、
公
義
え
差
し
上
げ
ら
れ
候
。
こ
れ
に
よ
り
御
領
中

僧
俗
男
女
当
年
子
に
至
る
迄
壱
人
も
残
ら
ざ
る
様
年
・
名
迄
委
細
相
記
し
、
前
々

の
趣
を
以
て
帳
面
仕
立
て
、
四
月
二
十
九
日
迄
の
内
、
間
違
な
く
差
し
出
し
候

様
御
申
し
付
け
こ
れ
あ
る
べ
く
候
。

一
、
寺
社
へ
は
寺
社
奉
行
中
よ
り
申
し
渡
さ
れ
候
間
、
そ
の
村
々
庄
屋
へ
書
付
請
け

取
り
、
帳
面
に
相
記
し
差
し
出
さ
る
べ
く
候
。
も
っ
と
も
企
救
郡
廣
寿
寺
・
延
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命
寺
・
妙
行
寺
・
田
川
郡
彦
山
、
上
毛
郡
求
菩
提
山
は
別
段
に
帳
面
出
し
候
間
、

村
方
よ
り
掛
け
合
い
及
ば
ず
候
。

し
ゅ
っ
た
い

一
、
手
永
々
々
帳
面

出

来
の
上
、
大
寄
帳
壱
冊
仕
立
て
相
添
え
差
し
出
さ
る
べ
く

候
。

一
、
召
仕
の
男
女
別
帳
に
仕
立
て
申
す
べ
く
候
。

一
、
穢
多
・
非
人
こ
れ
又
壱
人
も
残
ら
ざ
る
様
別
帳
に
仕
立
て
申
す
べ
く
候
。

右
の
趣
を
以
て
念
を
入
れ
、
帳
面
仕
立
て
候
様
申
し
付
け
こ
れ
あ
る
べ
く
候
。
以
上
。

三
月
二
十
四
日

杉
生
十
右
衛
門

筋
奉
行
中

召
仕
の
男
女
片
書
に
何
村
何
某
の
子
委
細
書
付
の
事
。

別
紙
の
通
り
申
し
来
た
り
候
間
、
帳
面
差
し
出
さ
る
べ
く
候
。

以
上
。

三
月
二
十
五
日

井
上
與
三
左
衛
門

大
庄
屋
中

と
あ
る
。
文
中
は
、「
宗
門
改
め
」
で
は
な
く
「
人
別
改
め
」
と
明
記
さ

れ
、
領
内
の
僧
俗
、
当
年
生
ま
れ
の
子
ま
で
一
人
も
残
さ
ず
年
齢
・
名
前

を
書
き
あ
げ
て
「
人
別
改
帳
」
を
作
成
し
、
藩
か
ら
幕
府
へ
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
天
保
の
改
革
で
は
、
人
口
移
動
の
調
査
を
励
行
さ
せ
て
戸
籍

の
正
確
を
は
か
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
農
民
の
離
村
向
都
を
厳
し
く
取

り
締
り
、
他
方
で
は
江
戸
・
大
坂
な
ど
の
都
市
か
ら
農
民
を
農
村
に
積
極

的
に
送
り
返
そ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
天
保
十
四
年
（
一
八

四
三
）
の
「
人
返
し
の
法
」
で
あ
る
。

幕
末
に
な
る
と
、
幕
藩
権
力
の
衰
退
に
伴
い
、
諸
藩
の
脱
藩
浪
士
が
次

第
に
連
合
し
て
新
た
な
反
幕
府
勢
力
を
築
き
あ
げ
よ
う
と
し
た
た
め
、
幕

府
や
諸
藩
は
、
武
士
浪
人
や
一
般
浮
浪
人
の
動
き
に
対
し
、
警
戒
を
強
め

て
い
っ
た
。
幕
末
に
し
き
り
に
発
生
し
た
都
市
で
の
打
ち
こ
わ
し
や
農
村

で
の
百
姓
一
揆
、
農
民
の
か
け
落
ち
・
出
奔
な
ど
が
大
き
な
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
門
・
人
別
改
め
は
、
時
世
の
変
転
と
と
も
に
、「
宗

門
改
め
」
か
ら
「
人
別
改
め
」
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
宗

門
改
帳
」
か
ら
「
宗
門
人
別
改
帳
」、
そ
し
て
「
人
別
改
帳
」
と
、
改
帳

の
名
称
も
変
化
し
て
い
き
、
制
度
そ
の
も
の
の
変
質
が
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、「
人
別
改
帳
」
は
戸
籍
簿
化
し
、
近
世
の
諸
外
国
に
もじん

あ
ま
り
例
の
な
い
日
本
の
戸
籍
制
度
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
壬

し
ん申

戸
籍
」
へ
と
受
け
継
が
れ
、
そ
し
て
現
在
の
国
勢
調
査
に
ま
で
発
展
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

絵
踏
と
踏
絵

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
禁
じ
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
検
索
す

る
た
め
に
、
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
の
対
象
と
し

て
崇
め
る
十
字
架
や
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
マ
リ
ア
の
絵
像
を
踏
ま
せ
た
。
こ

の
よ
う
な
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
の
方
法
を
制
度
化
し
た
の
が
「
絵
踏
」
制
度

で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
用
い
ら
れ
た
聖
画
像
を
「
踏
絵
」
と
い
う
。「
踏

絵
」
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
「
い
ま
せ
」
と
い
い
、
こ
れ
を
日
本
語
に
訳

し
て
「
ご
え
い
」・「
み
え
い
」（
御
影
）
と
も
い
っ
た
。
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寛
永
年
間
（
一
六
二
四
〜
四
四
）
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
取
調
べ
が
厳
し

く
な
る
と
、
長
崎
を
は
じ
め
九
州
で
、
幕
吏
は
検
索
の
た
め
に
、
当
初
は

し
る
し

紙
に
描
い
た
キ
リ
ス
ト
や
マ
リ
ア
の
画
像
、
あ
る
い
は
単
に
十
字
架
の
印

を
描
い
た
紙
、
信
者
か
ら
没
収
し
た
「
ご
え
い
」
や
「
く
る
す
」
な
ど
の

信
仰
道
具
を
踏
ま
せ
た
。
踏
絵
板
に
よ
る
検
索
が
長
崎
で
実
施
さ
れ
た
の

は
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
寛
文
九
年
（
一
六
六

ゆ
う

さ

九
）、
幕
府
は
、
長
崎
の
鋳
物
師
祐
佐
に
命
じ
て
真
鍮
製
の
踏
絵
二
〇
枚

を
作
製
さ
せ
た
。
平
戸
・
大
村
・
島
原
・
日
田
・
臼
杵
な
ど
の
諸
藩
は
、

長
崎
奉
行
保
管
の
真
鍮
踏
絵
を
借
り
て
領
内
の
絵
踏
を
実
施
し
た
。

小
倉
藩
の
絵
踏

小
倉
藩
は
、
独
自
に
二
枚
の
踏
絵
を
持
っ
て
い
た
の

で
、
長
崎
奉
行
か
ら
真
鍮
踏
絵
を
借
用
す
る
必
要
は

な
か
っ
た
。
一
枚
は
天
草
・
島
原
の
乱
の
お
り
に
分
捕
っ
た
キ
リ
ス
ト
の

像
（『
福
岡
県
史
資
料
』
第
五
輯
）、
も
う
一
枚
は
小
倉
城
下
町
の
円
応
寺

筋
の
藪
の
中
か
ら
掘
り
出
し
た
聖
画
像
（『
福
岡
県
史
』
第
三
巻
下
冊
）
で

あ
る
。
小
笠
原
中
津
藩
は
、
小
倉
よ
り
踏
絵
板
を
借
用
し
て
絵
踏
を
実
施

し
て
い
た
が
、
奥
平
期
に
は
長
崎
よ
り
借
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
長
崎
の

直
接
支
配
を
受
け
た
（
藩
庁
「
日
記
」・「
惣
町
大
帳
」）。

宗
門
人
別
改
と
絵
踏
と
い
う
重
層
的
な
施
策
が
採
ら
れ
た
小
倉
藩
の
絵

踏
制
度
を
次
に
見
て
み
よ
う
。

ぞ
う

ふ

①

小
笠
原
小
倉
藩
で
は
、
絵
踏
の
こ
と
を
「
像
踏
み
」
と
呼
ん
で
い

る
。

②

絵
踏
は
、
毎
年
宗
門
改
め
の
日
に
同
時
に
行
わ
れ
た
。

③

絵
踏
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
者
に
年
齢
の
規
定
が
あ
っ
た
。
絵
踏

年
齢
は
十
五
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
男
子
で
あ
る
。

④

宗
門
改
め
の
日
に
、
宗
旨
改
役
人
が
踏
絵
を
持
っ
て
領
内
を
廻
郡

し
た
。

う
わ

ふ

し
た

ぶ

⑤

絵
踏
は
、
身
分
に
よ
っ
て
「
上
踏
み
」
と
「
下
踏
み
」
に
分
け
ら

れ
た
。「
上
踏
み
」
は
、
大
庄
屋
・
格
式
大
庄
屋
・
大
庄
屋
格
・

大
庄
屋
代
勤
・
大
庄
屋
見
習
・
子
供
役
・
子
供
役
代
勤
・
子
供
役

加
勢
・
格
式
子
供
役
・
子
供
役
格
・
子
供
役
見
習
・
勘
定
方
・
加

勢
勘
定
方
・
撫
育
方
・
吟
味
役
・
開
作
掛
・
百
人
夫
方
・
百
人
夫

方
代
勤
・
人
馬
方
・
押
方
・
郷
筒
世
話
方
・
帯
刀
御
免
の
者
・
口

屋
番
な
ど
で
あ
る
。「
下
踏
み
」
は
、
庄
屋
・
方
頭
・
組
頭
・
農

兵
（
文
久
三
年
以
降
）・
郡
医
・
御
手
当
・
郷
筒
・
准
農
兵
・
平

百
姓
な
ど
で
あ
る
。

⑥

絵
踏
に
は
、
踏
む
順
番
（
踏
絵
順
付
）
が
あ
っ
た
。
当
初
は
上
踏

み
が
大
庄
屋
―
格
式
大
庄
屋
―
大
庄
屋
格
―
子
供
役
の
順
、
そ
の

あ
と
下
踏
み
が
庄
屋
―
方
頭
―
組
頭
―
平
百
姓
の
順
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
、
大
庄
屋
―
子
供
役
―
本

役
の
者
―
格
式
大
庄
屋
の
順
と
な
っ
た
。
慶
応
二
年
（
一
八
六

六
）
に
宗
門
改
め
・
像
踏
み
順
の
大
幅
変
更
が
あ
り
、
上
踏
み
は

大
庄
屋
―
大
庄
屋
代
勤
―
大
庄
屋
見
習
―
子
供
役
―
子
供
役
代
勤

―
子
供
役
加
勢
―
子
供
役
見
習
―
勘
定
方
―
格
式
大
庄
屋
―
大
庄

屋
格
―
格
式
子
供
役
―
撫
育
方
―
吟
味
役
―
開
作
掛
―
百
人
夫
方
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―
百
人
夫
方
代
勤
―
人
馬
方
―
押
方
―
郷
筒
世
話
方
―
子
供
役
格

―
帯
刀
御
免
の
者
―
口
屋
番
の
順
で
あ
っ
た
。
続
い
て
下
踏
み
が

農
兵
―
郡
医
―
御
手
当
―
郷
筒
―
准
農
兵
―
平
百
姓
の
順
で
あ
っ

た
（「
長
井
大
庄
屋
日
記
」）。

⑦

当
初
は
、
上
踏
み
も
下
踏
み
も
同
じ
場
所
で
像
踏
み
を
行
っ
た

え
ん

が
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
絵
踏
か
ら
上
踏
み
の
者
は
椽
側

で
、
下
踏
み
の
者
は
雨
覆
い
の
上
家
を
掛
け
た
所
で
踏
む
こ
と
に

な
っ
た
。

⑧

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
宗
門
改
め
・
絵
踏
以
降
、
年
貢
早
期

皆
済
の
者
に
は
酒
二
升
を
与
え
て
褒
賞
し
、
絵
踏
の
免
除
（
抜
け

た
わ
ら
こ
し
ら

踏
み
）
を
し
た
。
ま
た
、
俵

拵
え
の
良
い
者
も
絵
踏
の
免
除
を

し
た
。
絵
踏
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
女
性
で
も
、
年
貢
の
早

皆
済
、
俵
拵
え
の
良
い
者
に
は
銀
一
両
の
褒
賞
を
与
え
た
（「
国

作
手
永
大
庄
屋
日
記
」）。
こ
の
よ
う
に
、
宗
門
改
め
・
絵
踏
に
あ

た
っ
て
は
、
褒
賞
制
度
が
行
わ
れ
、
勧
業
・
勧
農
が
奨
励
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

⑨

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ド
ン
ク
ル＝

キ
ュ

ル
シ
ウ
ス
は
、
絵
踏
の
廃
止
を
長
崎
奉
行
に
進
言
、
同
五
年
（
一

八
五
八
）
に
長
崎
の
絵
踏
は
停
止
さ
れ
た
。
中
津
藩
の
絵
踏
は
万

延
元
年
（
一
八
六
〇
）
閏
三
月
に
廃
止
と
な
り
（「
惣
町
大
帳
」）、

小
倉
藩
の
絵
踏
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
実
施
が
最
後
で
、

藩
が
持
っ
て
い
た
踏
絵
が
同
年
の
小
倉
戦
争
（
長
州
戦
争
）
で
焼

失
し
た
の
を
契
機
に
、
以
後
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
絵
踏
制
度

は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
た
。

第
三
節

地
域
社
会
の
変
容
と
制
度
改
革

享
保
飢
饉

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）、
三
年
と
連
続
し
て
大
暴
風

雨
が
襲
来
、
延
宝
七
年
の
大
暴
風
は
大
凶
作
を
も
た
ら

し
、
翌
八
年
も
二
年
連
続
の
凶
作
と
な
っ
た
。
し
か
し
藩
は
年
貢
徴
収
を

ゆ
る
め
る
こ
と
な
く
農
村
で
は
餓
死
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
宝
永
二
年

（
一
七
〇
五
）、
同
七
年
は
暴
風
雨
で
収
穫
は
減
少
し
て
い
る
。
享
保
期

に
入
っ
て
も
同
四
年
か
ら
六
年
、
同
九
年
と
暴
風
雨
・
洪
水
で
、
九
年
に

は
幕
府
が
小
倉
藩
に
五
〇
〇
〇
石
の
救
援
米
を
支
給
し
た
。
そ
し
て
享
保

十
七
年
は
、
小
倉
藩
領
で
は
「
前
の
五
月
末
方
よ
り
雨
降
り
だ
し
、
閏
五

月
廿
七
日
迄
雨
降
り
続
き
、
右
の
内
四
日
ほ
ど
降
ら
ず
日
あ
り
、
そ
の
余

は
昼
夜
と
も
に
降
り
通
し
」（『
四
日
市
村
年
代
記
』）
と
長
雨
が
降
り
「
享

保
十
七
壬
子
年
、
大
飢
饉
抜
書
、
麦
作
赤
手
入
大
寿
（
麦
）
五
歩
小
麦
二

歩
也
、
五
月
閏
は
雨
降
事
五
十
日
、
此
時
に
当
り
人
民
夥
敷
病
む
」（「
倉

府
見
聞
集
」『
豊
前
叢
書
』
第
二
巻
、『
福
岡
県
史
資
料
』
第
三
輯
）
と
長
雨

に
よ
る
麦
不
作
と
多
数
の
病
者
発
生
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
決

定
的
な
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
が
「
七
月
上
旬
よ
り
小
倉
領
中
稲
虫
夥
く

損
毛
あ
り
」（「
小
倉
藩
政
雑
志
・
歴
代
藩
主
五
・
三
代
忠
基
」『
豊
前
叢
書
本

こ
う
ち
ゅ
う

輯
』
第
八
号
、
四
七
頁
）
と
い
う
蝗
虫
の
甚
大
な
被
害
で
あ
っ
た
。「
実

第３章 小笠原小倉藩と勝山

631


